
南砺市民体育大会運営事業実施要項 

 

１ 目的 

  南砺市民体育大会において南砺市スポーツ協会加盟競技団体が実施する競技会に要す

る経費の一部を助成することにより、市民がスポーツにより高い関心を持ち、健康的な

生活と余暇時間の活性化を図ることを目的とする。 

 

２ 事業主体 

  競技会運営の事業主体は、南砺市スポーツ協会の加盟競技団体（以下「競技団体」と

いう。）とする。 

 

３ 実施期日 

  毎年４月１日から翌年３月３１日までの間に実施するものとする。 

   

４ 助成額 

  助成対象経費及びこれに対する助成額は、次のとおりとする。 

助成対象経費 助成金額 

 南砺市民体育大会競技会の開催に要する報償費、旅

費、需用費、役務費、使用料、諸費、備品の経費。 

５０，０００円を限度とする。 

 

４ 実施申請 

  事業実施競技団体は、南砺市スポーツ協会に補助金等交付申請書（様式第１号）を提

出する。 

 

５ 実施報告 

  事業実施競技団体は、事業終了後、事業実績報告書（様式第４号）を提出しなければ

ならない。 

 

附則 

  この要項は平成１７年４月９日から施行する。 

    附則（平成２１年４月９日一部改正） 

  この要項は平成２１年４月１日から施行する。 

附則（令和６年４月２７日一部改正） 

  この要項は令和６年４月２７日から施行する。 

 

 


